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いる11, 12）．「CO-RADS」では COVID-19肺炎として，
典型例と非典型例で分類した CT所見を提示している
（表 2）．陰影の分布としては胸膜直下の分布，陰影の
形状としては多発 GGOの他，crazy paving patternや
halo sign，辺縁や周囲の変化として陰影の境界不明瞭
や vascular thickening（陰影周囲の血管拡大）があげ
られる．非典型例としては，中枢側や気管支周囲の分
布，小葉中心性すりガラス影，リンパ節腫大，空洞，
石灰化，胸膜肥厚があがる．

5　肺炎と間違えやすい CT 所見

肺野内の炎症所見として間違えやすい CT所見をい
くつか紹介する．肺野内のすりガラス影を呈する疾患
は炎症だけではない．比較的よく目にする肺野陰影と
しては，含気不良や重力効果による肺野濃度上昇や肺
水腫があげられる．含気不良や重力効果による肺野濃
度上昇は健常者であっても描出されうる CT所見であ
り，肺底部背側にすりガラス影が見られることが多い．

図 14　含気不良による肺野濃度上昇
　70代男性　発熱で救急受診．同一患者の肺底部付近の画像であるが，含気不良例では
肺の容積が低下し，両肺野の背側にすりガラス影と肺血管の拡張が認められる．吸気で再
撮影するとすりガラス影は消失した．
（筆者自験例）

図 15　心原性肺水腫
　80代女性　呼吸困難感で救急受診．両側に斑状のすりガラス影を認める．陰影内には小
葉間隔壁肥厚や crazy paving patternを認めるが，陰影の分布は中枢側優位であり，両側に
胸水を認める．採血上，炎症反応上昇が乏しく心原性肺水腫の診断となった．
（筆者自験例）
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CT検査では通常仰臥位で検査を行うが，横隔膜の挙
上や重力により肺底部背側の静脈やリンパ管圧が高ま
り，肺末梢間質の容積が増えることにより，すりガラ
ス状に描出される13）．含気不良に対しては吸気息止め
で再撮影をし，重力効果では腹臥位や側臥位で撮影す
ると陰影が消失する（図 14）．
肺水腫は両側肺門周囲の分布や重力加重部分布を呈
するすりガラス影や consolidationとして描出される．
肺水腫では重症度によって多様な CT所見が見られる
が，軽微なものだと平滑な小葉間隔壁肥厚像，斑状あ
るいはびまん性のすりガラス影，crazy paving pattern

などが見られ，胸膜直下や葉間膜周囲は構造が保たれ
る（スペアされる）傾向にある（図 15）．特徴として
は胸水が貯留し，consolidation内部の気管支透亮像は
見えづらいことがあげられる．また，原因解除による
速やかな陰影改善が見られる14）．
また，淡いすりガラス陰影を呈する疾患として，ま

れではあるが Swyer-James症候群も鑑別にあげると良
い．Swyer-James症候群は感染後の閉塞性細気管支炎
の結果として，片側性の透過性亢進を来す疾患である．
Swyer-James症候群は図 16のように一見すると縦隔
側の淡い斑状のすりガラス影に見えるが，末梢側の肺
野濃度が低下（透過性の亢進）しているため，相対的
に周囲の正常肺実質が斑状のすりガラス影に見える．
肺野の濃度低下を来した部位は，幼少期の呼吸器感染
の既往により，気管支変形，air-trappingにより，2次
的に血行障害・血流の低下が生じる15）．

まとめ

今回，肺炎所見の評価のしかたと COVID-19肺炎の
CT所見について解説した．肺感染症の CT所見は多
様であり，CT画像検査のみで確定診断を得ることは
困難で診断情報としての価値は決して高くはない．し
かし，高分解能 CTなどで肺野の陰影を細かく読み解
くと細菌性肺炎と COVID-19肺炎を含むウイルス性肺
炎の鑑別ができるように，ある程度の肺炎の鑑別は可
能である．また，昨今の COVID-19肺炎において CT

での肺炎像描出の割合が低下しているとはいえ，重症
度や進行時期の判別には有効である．行動歴や身体所
見，採血データを併せるとより確実性が高くなること
を念頭において，鑑別に臨むことが重要だと考える．
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図 16　Swyer-James 症候群
　20代男性　発熱で救急受診．左下葉縦隔側（矢印）は健側の右肺と同様の濃度を示し，
左下葉末梢は透過性が亢進している．幼少期に肺炎治療の既往があった．
　ウインドウレベルを調整することで所見が明確になる．
（筆者自験例）



日本透析医会雑誌　Vol. 38　No. 1　2023110

東京：金原出版，2021：110-111．
5） Ono A, F Okada, S Tanaka, et al. : A comparative study of 

thin-section CT findings between seasonal influenza virus 

pneumonia and Streptococcus pneumonia. Br J Radiol 2014;  

87 : doi （20140051）.
6） X. Zhao, B. Liu, Y. Yu, et al. : The characteristics and clinical 

value of chest CT images of novel coronavirus pneumonia. 

Clinical Radiology 2020;  75（5） : 335-340.

7） Guan CS, Zhi Bin, Shuo Yan, et al : Imaging feature of Coro-

navirus disease 2019 （COVID-19） : Evaluation on Thin-Section 

CT. Acad Radiol 2020;  27（5） : 609-613.

8） Shohei Inui, Akira Fujikawa, Motoyuki Jithu, et al. : Chest 

CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Prin-

cess” with Coronavirus Disease 2019 （COVID-19）. Radiol Car-

diothorac Imaging 2020;  17 : doi（2020200110）.
9） Shuchang Zhou, Yujin Wang, Tingting Zhu, et al. : CT Fea-

tures of Coronavirus Disease 2019 （COVID-19） Pneumonia in 

62 Patients in Wuhan, China. AJR Am J Roentgenol 2020;  Mar 

5 : 1-8.

10） Kamal Kant Sahu, Amos Lai, Ajay Kumar Mishara, et al. : An 

update on CT chest findings in coronavirus disease-19 （COVID- 

19） Heart & Lung 2020;  49（5） : 442-443.

11） Prokop M, van Everdingen, van Rees Vellinga, et al. : CO-

RADS-A categorical CT assessment scheme for patients with 

suspected COVID-19 : Definition and Evaluation. Radiology 

2020;  296（2） : 245-467.

12） Scott Simpson, Fernando U. Kay, Suhny Abbara, et al. : Ra-

diological Society of North America Expert Consensus Docu-

ment on Reporting Chest CT Findings Related to COVID-19 : 

Endorsed by the Society of Thoracic Radiology, the American 

College of Radiology, and RSNA. Radiology Cardiothoracic Im-

aging 2020;  2（2） : doi （10.1097/RTI.0000000000000524.）.
13） VERSUS研究会 監修，平野　透，井田義宏，石風呂実，
他編．：超実践マニュアル CT．東京：医療科学社，2006：
147-179．

14） 村田喜代史，上甲　剛，村山貞之，編．：胸部の CT第 4版．
東京：メディカル・サイエンス・インターナショナル，
2018； 760-761．

15） 濱田　哲，月野光博：シリーズ一目瞭然！ 目で診る症例．
日内会誌　2019； 108：1617-1619．

参考 URL

‡1） NIID国立感染症研究所「SARS-CoV-2の変異株 B.1.1.529

系統（オミクロン株）について（第 8報）」https://www.niid. 

go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10989-cepr-b11529-8.html

（2022/12/1）
‡2） 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療
の手引き・第 1版」https://ajhc.or.jp/siryo/20200317-covid19. 

pdf（2022/12/1）



HIV感染症と HIV透析ネットワークの意義 111

はじめに

HIV（human immunodeficiency virus）感染症は抗レトロウイルス療法（antiretrovial therapy;  

ART）が進化した結果，コントロール可能な慢性疾患となった．しかし，累積の HIV感染者数は
まだ増加傾向にあるほか，生命予後の改善により，中高年になって慢性腎臓病（chronic kidney 

disease;  CKD）を合併し血液透析（hemodialysis;  HD）導入となる患者が漸増している．
長野県は累計 HIV感染者数が東京都や大阪府といったトップグループ，他の大都市圏（第 2グ
ループ）に次いで多く（第 3グループ），注意する必要がある．

1　CKD の増加と透析

HIV感染症の予後が格段に改善したため1），糖尿病や高血圧などの合併症を抱え CKDに陥る感
染患者が増えている．HIV感染者は非感染者に比べ CKD合併率が高く，感染者が多い地域では将
来 HD導入となる感染者が増加することが予想される．しかし，感染者数が多い地域でも HIV感
染 HD患者の受け入れは進んでおらず，東京都内でさえ数年前までは HD導入後の受け入れ先（サ
テライト）を見つけるのに一苦労していた．

2　HIV 感染症に対する誤解

HIV感染 HD患者の受け入れが進まない要因として，無知や誤解，間違ったイメージの定着が考
えられる．つまり，有用な治療法がなかった 1980年代の「致死性疾患」のイメージのままなので
ある．しかし，HIV感染症は今やコントロール可能な「慢性感染症」となっていて，感染症専門家
や行政担当者などにより “U＝U”キャンペーンが行われている．これは，治療により血中の HIVが
検出感度以下に抑えられる（Undetectable）状況が 6カ月以上続くと，他の人にうつることはない
（Untransmittable）というメッセージである．すなわち，治療を受けコントロールされている HIV

感染者と通常の性的接触があっても，パートナーに感染することはまずないというわけである．

3　HIV 感染透析患者の受け入れ

残念ながら，こうした事実は医療従事者でさえ知らないことが多く，HIV感染患者に HD導入し
てもサテライトが決まらず途方にくれる事態が起こっている2）．米国では 2000年代の初めでも全
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米の 1,556の HD施設（約 39％）で HIV感染患者を受け入れており3），日米のギャップはかなり大
きい．わが国で受け入れ難い理由を列挙してみた場合，特にクリアしにくいのは心理的要因である
（表 1の丸印）2）．他の主な理由は，「HIV感染透析患者医療ガイド改訂版 2019」4）（以下，ガイド）に
則って対処すればできる問題か，感染症拠点病院との連携を緊密にすればいい問題ばかりである．

4　HIV 透析ネットワークと受け入れ方法

現在，厚生労働省「HIV感染症の医療体制の整備に関する研究班」は HIV感染患者の受け入れ
を促進するため，都府県ごとに HIV透析ネットワークを構築する（既存の北海道，群馬県以外）
方針とし，2019年，日本透析医会の協力を得て都府県支部にネットワーク構築を依頼した．しかし，
COVID-19の蔓延も重なって，2020年以降 新たにネットワークを構築したのは三つの都県に過ぎ
ない．コロナ禍ではあるが，前例に従って作業を進めればそれほど難しいことではない．念のため，
各地域におけるネットワーク立ち上げの基本を図 1に示す．また，東京都や北海道などの前例も参
考になるはずである1, 2）．

表 1　HIV 感染 HD 患者を受け入れがたい理由（複数回答可）

順位 理由 回答数（％）

1 HIV感染患者専用ベッドの確保が難しい 380（22.0％）

2 HIV感染患者への対応手順が整理されていない 351（20.3％）

3 透析中に急変した際のバックアップ体制が得られるのか心配 310（17.9％）

4 HIV感染患者の受入れに対しスタッフの理解が得られない 221（12.8％）

5 他の患者の不安など風評被害が心配 184（10.6％）

6 他の患者への HIV感染が心配 145（8.4％）

7 スタッフの HIV曝露時の対応がわからない 主な理由　⇧ 106（6.1％）

8 HIV感染患者に対応するために人員を増やす必要がある 70（4.1％）

9 職員の定期的 HIV検査に費用がかかる 68（3.9％）

10 器具等の消毒のために業務が増える 35（2.0％）

11 ディスポーザブル製品などで費用がかかる 34（2.0％）

（文献 4より改変引用）

図 1　各府県における透析ネットワーク構築の基本案
　　　　　　　　　　   （著者作成）
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「ガイド」には HIV感染症に関する必須の知識から，HIV感染患者に対する HDの方法，受け入
れ準備，曝露後予防内服に至るまで細かく記され，Q & Aも付録として示されている4）．したがっ
て，本ガイドに則って準備し，必要に応じ感染症拠点病院の医師やスタッフ，厚労省研究班の助け
を借りれば，安心して受け入れられるはずである．

おわりに

ARTが進歩した結果，HIV感染症は HB肝炎など他の感染症と比べても，技術的に受け入れや
すい感染症となっている．よって，将来，HIV感染 HD患者をスムーズに受け入れる環境を整える
ため，長野県でもぜひ HIV透析ネットワークを構築して頂ければと考えている．
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はじめに

全国都道府県で 4番目に多い透析患者を抱える埼玉県では，COVID-19対策・災害対策は重要な
課題である．幸い，COVID-19に関してはワクチンの普及や治療薬の開発が進み，自助・共助によ
り犠牲者を最小限にとどめることができるようになってきた．そこで今回は埼玉県における，これ
までの透析患者 COVID-19の振り返りと，現在までに行ってきた対策について報告する．

COVID-19 入院調整

災害時と同様に県を七つのブロックに分け，ブロック単位で対応している．感染が確認されると，
所属保健所を経由し，県調整本部に入院調整の依頼が届く．その後，透析担当調整員と相談の上，
所属ブロックから順番に入院先を検索している．

経過 1

第 1～5波では 268人の感染者が報告された．未知のウイルスであり，透析患者は高死亡率であ
ることなどのため，複数の施設からの強い拒絶感が目立った．入院治療が原則であったが，少数の
限られた病院しか受け入れの手が上がらず，引き受け病院に負担が集中した．
第 6波では 449人の感染者が報告された．オミクロン株の流行により感染者が急増し，病床が足
りず入院困難となった．しかし幸い軽症者が多く，外来通院を併用し対応を行った．

第 6 波までの問題点

1，空床があると軽症者も入院してしまうため，重症化しても入院できない患者が出現した．2，
県外で透析をしている患者・クラスターなどにより，かかりつけ施設で透析できない患者など，透
析を代行する施設が不足した．3，少数であるが透析をしない施設があった．4，通院困難者・自宅
療養のできない高齢者が多数おり，社会的な理由で入院となる患者が続出した．

対　策

県内での情報共有のため，DIEMAS（Dialysis Information in Emergency Mapping System）を採
用し，ネットワークの構築を行った．DIEMASには県内 201施設のうち 200施設が登録を行い，

日本透析医会埼玉支部長/さいたま赤十字病院腎臓内科
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雨宮守正

令和 4年 11月 18日/神奈川県「第 6回神奈川県透析医会総会・学術講演会」　
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一斉送信機能を利用して県内の感染状況やベッド状況を共有し，施設間の温度差減少に努めた．ま
た，ワクチン接種促進・早期投薬開始・自施設での自己完結・透析医会への報告の徹底・感染者の
透析不足の回避などの通達も行った．

経過 2

第 7波では 922人の感染者が報告された．施設のクラスターやスタッフの感染などにより病床は
逼迫したが，多くの施設で早期投薬・外来透析・送迎などの協力を得られ，ことなきを得ることが
できた．

アンケート調査

第 7波の最中にアンケート調査を施行し，57施設からの返信が得られた．そこでは同時期最大
で平均 3.2人の感染者の透析を施行したこと，空間的な隔離のみには頼らず個室隔離や時間的隔離
を併用していること，通院では軽症者には自分で運転して来院していただく場合もあること，多く
の施設で治療介入ができていることが確認された．反面，まだワクチンを打っていない患者が 2.8

％ほどいることも判明した．

DIEMAS について

埼玉県では自然災害時には行政が運用する広域災害救急医療情報システム（Emergency Medical 
Information System;  EMIS）を使用して情報共有することになっている．しかし，透析に関して
は DIEMASも併用することが県でも認識されており，医師・技師・看護師・事務のアドレスを登
録している．EMISでも管理者からの一斉送信はできるものの，自然災害以外では使用できないこ
とになっており，コロナ対策では使用できない．また透析に特化していないため，透析に関する情
報収集には不向きである．DIEMASを使用すれば，一斉送信・透析に関する情報収集・日本透析
医会ネットワークへの転送が可能である．

入力訓練

日本透析医会ネットワーク訓練では，ネットワークへの転送は不十分であったが，85％の施設
が DIEMASを使用し訓練に参加した．

広域連携

東京都・神奈川県・埼玉県が DIEMASを採用しており，災害時におけるお互いの安否状況を地
図上で確認できる．さらに，群馬県・栃木県・新潟県を加え，広域関東圏連携会議を行っている．
各々の透析医会・臨床工学技士会・行政担当者の災害時における窓口を明確化し，対応や連携方法
につき協議を行っている．

おわりに

埼玉県では災害対策もコロナ対策も基本は同じ方法をとっている．そして災害用の DIEMASに
よる情報の共有が役に立ち，第 7波を乗り切ることができた．また DIEMASを使用し，災害訓練
で多くの参加施設が得られた．さらに広域関東圏連携会議で関東圏での連携の強化に努めている．
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1　患者暴力がようやく問題視されるように

患者暴力は世界中の医療・介護の現場で問題となっている．スウェーデンでは，保健部門におけ
る職場内暴力の発生率は，小売，警察，教育，運輸，銀行などの他部門に比べて 4倍以上高いと報
告されている．
我が国においても，2007年から 2008年にかけて社団法人全日本病院協会が行った調査では，過
去 1年間に患者暴力があったと回答した 576病院で，計 6,882件の職員に対する院内暴力を経験し
たと報告している．
このような状況を受け，2012年に「医療分野における患者およびその関係者による暴力に関す

るWorld Medical Association（WMA）声明」が示され，「国は，患者および医師と他の医療従事者
の安全と安心を確保する義務を有する．職場における暴力には，身体的暴力と非身体的（精神的）
暴力がある．ハラスメントや脅迫などの非身体的虐待が，深刻な精神的影響をもたらすことがある
ことに鑑み，職場における暴力に関しては広範な定義を使用すべきである．各国医師会は，各医療
機関に対し，暴力行為に対処するためのプロトコールを作成・実施するよう奨励すべきである．プ
ロトコールには，以下の内容を含めるべきである」とし，「職場における暴力に向けたゼロ・トレ
ランスすなわち一切容認しない方針」等を示した．

2　患者暴力への対策

このような社会情勢を受け，我が国では 2014年に，医療機関の勤務環境改善に関する改正医療
法の規定が施行．同時に「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」（平成 26年 9月
26日厚生労働省告示第 376号）が発出され，暴力・ハラスメントに対する組織的対応を含めた勤
務環境改善マネジメントシステムの導入が求められることとなった．
同指針によると，医療勤務環境改善マネジメントシステムとは，「病院又は診療所において，次

に掲げる事項を体系的かつ継続的に実施する医療従事者の勤務環境の改善に係る一連の自主的活動
に関する仕組みであって，当該病院又は診療所における業務実施に係る管理と一体となって運用さ
れるものをいう」とされており，対策としては，「勤務環境の改善に関する方針の表明及び勤務環
境の改善の実施に係る体制の整備」等があげられ，具体的には，各種規定や方針・マニュアルの作
成，同規定等の周知，職員教育等が考えられる．

国立大学法人浜松医科大学医学部医療法学/日本医科大学医療管理学

各支部での特別講演抄録   

透析患者のペイシェントハラスメントと応招義務

大磯義一郎　

令和 4年 12月 4日/岐阜県「第 40回岐阜県透析研究会」　
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実際に，患者等による暴言・暴力等の迷惑行為が発生した際には，①加害者への対応，②被害者
の保護，③現場の保存，記録の，三種類の対応が求められる．
かつては，患者は病気で辛い状況にあるのだから多少の暴言・暴力はやむを得ないとして，医療
従事者に我慢を強いてきた．しかし，現在の社会では，人を殴ったり，わいせつ行為をしたり，謝
罪を強要したりすること等は，どのような理由があれ許されない犯罪行為として厳格な対応が求め
られており，患者だから許されるという道理はなく，加害状況によっては，本人への通告だけでな
く，警察への通報，損害賠償請求等，必要な法的対応をとることが求められる．
次に，被害者の保護であるが，これも時代の移り変わりにより，現在の若手医療者は，かつてあ
った「厳しい」指導を他人から受けたことがなく，患者からの突然の暴言・暴力によって大きな心
的トラウマを負う．労働契約法 5条は，「使用者は，労働契約に伴い，労働者がその生命，身体等
の安全を確保しつつ労働することができるよう，必要な配慮をするものとする」と定めており，マ
ニュアル作成，教育に加えて，実際に被害にあった医療者のメンタルヘルス不調への相談対応，著
しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等，必要な取り組みを行
うことを求めている．管理者が「それくらい大したことない」，「私が若いころは……」といった対
応をした結果，メンタルヘルス不調が増悪した場合には，職員から安全配慮義務違反として損害賠
償請求を受けることもありうる．

3　応招義務との均衡

患者が，暴力・ハラスメントを行ったとしても，当該患者に診察・治療が必要であることには変
わりはないのであり，当該暴力行為等を理由にその後の診療を拒否することは応招義務（医師法
19条 1項）との関係でどのように考えるかが問題となる．
医師法 19条 1項は，「診療に従事する医師は，診察治療の求があつた場合には，正当な事由がな
ければ，これを拒んではならない」と定めており，診察治療の求めがあったとしても「正当な事
由」があれば，拒んでよいとしている．
「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」（令和元年

12月 25日医政発 1225第 4号）では，患者の迷惑行為については，「診療・療養等において生じた
又は生じている迷惑行為の態様に照らし，診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合（※）に
は，新たな診療を行わないことが正当化される．※診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り
返し続ける等」としている（表 1）．

表 1　診療しないことが正当化される事例の整理

診療時間内・勤務時間内 診療時間外・勤務時間外

緊急対応が必要 救急医療では，総合的に勘案しつつ，事実上診
療が不可能といえる場合にのみ，診療しないこ
とが正当化される．

医の倫理上，応急的に必要な処置をとるべきと
されるが，原則，公法上・私法上の責任に問わ
れることはないと考えられる．

緊急対応が不要 原則として，患者の求めに応じて必要な医療を
提供する必要あり．ただし，緊急対応の必要が
あるケースに比べて，正当化される場合は緩や
かに（広く）解釈される．
○医療機関・医師の専門性・診察能力，当該状
況下での医療提供の可能性・設備状況，当該医
療機関・医師以外の他の医療機関・医師による
医療提供の可能性（医療の代替可能性）のほか，
患者と医療機関・医師の信頼関係などをも考慮．

即座に対応する必要はなく，診療しないことに
問題はない．
○時間内の受診依頼，他の診察可能な診療所・
病院などの紹介等の対応をとることが望ましい．

（出典　令和元年 12月 25日，医政発 1225第 4号　厚生労働省医政局通知）
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患者暴言・暴力がどの程度まで至れば「信頼関係喪失」といえるかについて，ひとつの目安とな
るのは，犯罪行為があったかである．とはいえ，わが国の刑罰法規は，「普通の人でも 1日外出す
れば何らかの犯罪を犯す」と揶揄されるように，治安維持目的で広範に定められているため，およ
そ何らかの刑罰法規に反したからといって即信頼関係喪失とはいいがたいところが悩ましい問題と
なる．
一般的に，傷害まで至れば，警察も対応してくれるが，侮辱された，退去を求めても退去しない，
業務妨害された等，粗暴犯以外の対応に対しては，民事不介入として消極的な対応となることがし
ばしば見受けられる．
患者暴言・暴力に対し，診療を拒否する正当な事由に当たるかが争われた民事裁判は複数あり，
ほとんどの事例で医療機関側の主張が認められているが，いずれの事例も傷害までは至っておらず，
話し合いの範囲を超えるか否かが争われており，医療機関側にも相当程度誠実な対応が求められて
いる．
とはいえ，昨今の痛ましい事件並びに「医療分野における患者およびその関係者による暴力に関
するWMA声明」を踏まえると，過度なクレームや暴言を吐く患者が持っている鞄の中に，包丁
が入っているか否かは，事件に至ってからしかわからないのであるから，事件防止の観点から，特
に緊急の治療の必要性のない患者については，現在の社会情勢にあわせて広めに認めてもよいよう
に思える．
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令和 5年 2月 24日（金）に開催された日本透析医会通常理事会において，令和 5年度事業計画及び収支予算
が承認されたので，その内容を掲載する．

令和 5 年度事業計画

公 1　透析医療及び腎不全対策に関する調査研究，普及，教育研修事業

1. 調査研究事業
（1）　標準透析療法委員会

　標準的な透析治療の質的向上に関する調査研究を行う．
①　透析療法に関する情報交換・共有を行うため支部長会を開催する．
②　透析療法の診療実態を調査し，診療向上のための対策を策定する．

（2）　腎不全対策委員会
　CKD（慢性腎臓病）の早期発見のための社会システム作り，及び CKDに対する保存療法，透析（腹膜，
血液）療法，腎移植まで広範に教育・啓発活動を行う．

1）　CKD（慢性腎臓病）対策部会
①　CKDの教育，普及・啓発に向けて関係団体及び関係機関と連携・協力して活動する．
②　全国腎臓病協議会，透析医療研究会と共同で血液透析患者の実態調査，及びその分析研究を行う． 

（血液透析患者実態調査検討ワーキンググループ）

2）　在宅血液透析部会
多様化に対応した在宅血液透析の役割とそれに伴う諸問題について検討する．
・通院困難な透析患者に対する治療の質と安全性を担保した在宅血液透析の在り方について，関連学
会・研究会と連携し検討する．

（3）　医療経済委員会
　透析医療に関する経済的，経営的な調査分析を行い，透析医療制度に関する調査研究を行う．

1）　制度調査部会
透析医療制度に関する調査研究を行う．
・第 27回透析医療費実態調査を実施する．

2）　経営検討部会
透析医療施設の経営問題に関して調査・検討を行う．
・透析医療機関経営・施設実態調査を実施する．（2年に 1回）

事業計画・収支予算
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（4）　医療保険委員会
　医療保険の透析療法に及ぼす影響調査を行う．
①　第 28回透析保険審査委員懇談会を開催する．
②　保険審査の状況を把握し，定期的に議論を行う．
③　今後の透析診療報酬の論点の検討を行う．

（5）　介護保険委員会
高齢化が深刻な透析患者において，要介護問題も含め，高齢透析患者の抱える問題を明らかにし，高

齢透析患者が幸せな生活が送れる医療・介護体制の構築に向けての提言について検討する．
・透析患者の高齢者施設での受け入れ状況に関する実態調査を実施する．
　（血液透析患者実態調査ワーキンググループ・透析医療研究会との共同調査）

（6）　透析医療の中長期的な在り方検討委員会
透析医療の現状を踏まえ，将来的に良質で効果的な透析医療提供体制の確保に向けて中長期的な将来
構想等を検討する．
①　透析患者の送迎サービスに関する実態調査を実施する．
②　過疎地，人口減少地域等における透析医療の提供体制について，中長期的な視点から検討する． 

（過疎地等の透析医療提供体制に関するワーキンググループ（仮称））

2. 普及事業
（1）　会誌編集委員会

透析医療にかかわる経済的問題・制度，及び医療安全・災害・感染症（特に新型コロナウイルス感染
症に重点）等への対策を中心に，また日常のタイムリーな問題を重要課題として提供することにより，
透析医療の普及活動を目的としている．
①　機関誌（日本透析医会雑誌）の発行
・年 3回（4月，8月，12 月）の定期的刊行

②　機関誌の充実
・透析医療経済と災害対策問題を最重要課題として掲載
・透析医療に関する最新・話題の学術論文の提供
・各種実態調査報告・感染症等のタイムリーな掲載
・一部図表のカラー化（病理組織，災害写真等）

③　各種学術情報の提供
・研修セミナー（年 2回）
・医療制度等

④　その他
・公募研究助成による論文の発表
・各支部での特別講演の掲載
・ホームページを通じた有用な情報の速やかな提供
・時宜に適った特集号・別冊の発行
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3. 教育研修事業
（1）　研修委員会

従来通り，春期（通常総会と同時開催），秋期（地方での開催）の研修セミナーを主催し，その講演内
容は全て日本透析医会雑誌に掲載する．加えて各支部（都道府県透析医会）での研修に対して支援を行う．
①　研修セミナーの開催
春期（東京）及び秋期（千葉）で開催し，講演内容は全て日本透析医会雑誌へ掲載する．
なお，春期・秋期研修セミナーとも，基本的には対面方式での開催を計画しているが，新型コロナ

ウイルス感染症の動向によっては，WEBあるいはWEB＋対面（ハイブリッド方式）での開催も考慮
する．
　・春期研修セミナー
　　期日：2023年 5月 21日（日）
　　会場：ソラシティカンファレンスセンター（東京都千代田区）
　・秋期研修セミナー
　　期日：2023年 10月 29日（日）
　　会場：東京ベイ幕張ホール（千葉県千葉市）
②　関係学会・団体との教育研修協力
③　地域医療システム確立のための都道府県単位で開催される研修会への支援

公 2　透析医療及び腎不全対策に関する研究助成事業

1. 研究助成事業
（1）　研究助成審査委員会

透析，腎不全分野の研究を促進するため，広く腎不全医療に係る研究者を対象に公募し，優れた研究，
実用性の高い研究を中心に，研究助成を実施する．

公 3　透析医療及び腎不全対策に関する安全対策事業

1. 災害対策事業
（1）　災害時透析医療対策委員会

災害時情報ネットワークシステムの拡充・運用による災害時透析医療の体制整備を図るとともに，当
システムの運用状況等を踏まえて，その課題，問題点等を抽出したうえで，システムの全面的見直しの
検討を行う．
①　厚生労働省防災業務計画に基づく災害時協力体制の整備
②　災害時における緊急透析医療システムの運営
③　「災害時情報ネットワーク」を軸とした災害時情報共有体制の整備・運営
・第 24回災害時情報ネットワーク会議の開催及び情報伝達訓練の実施
・サーバーの管理
・メーリングリストの運営

④　透析医療災害対策マニュアルの作成を検討
⑤　日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）への参画，協力

2. 医療安全対策事業
（1）　医療安全対策委員会

透析医療にかかわる安全対策，特に感染防止対策及び医療事故防止対策の充実・強化を図る．
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1）　感染防止対策部会
①　「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン改訂に向けたワーキンググ
ループ」により，令和 4年 11月から開始した「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関
するガイドライン（五訂版）」の改訂作業を継続して，令和 5年 12月に六訂版を発行する予定である．
②　日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会新型コロナウイルス感染対策合同委員会と連携し，
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループとして，新型コロナウイルス感染症患者数及び重症
度，致死率の把握に努め，会員にこの情報を啓発する．

2）　医療事故対策部会
①　令和 4年 12月に発行された「令和 3年透析医療事故と医療安全に関する調査報告」の周知をはじ
め，医療事故防止に関連する情報を発信する．
②　「透析医療事故防止のための標準的な透析操作マニュアル」（平成 13年発行）及び「透析医療機関
における医薬品・医療機器安全管理への対策マニュアル」（平成 20年発行）をまとめて改訂する．
「透析医療安全マニュアル」（仮称）作成ワーキンググループを立ち上げ，令和 6年度に発行するべく
作業を進める．
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令和 5 年度収支予算

正味財産増減予算書（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで）
（単位：円）

勘 定 科 目 令和 5年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

対前年度比較増△減
（Ａ）－（Ｂ）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　　⑴　経常収益

①　研究助成事業基金運用益
　　研究助成事業基金受取利息 4,000 4,000 0
②　受取入会金
　　受取入会金 120,000 120,000 0
③　受取会費
　　受取会費 88,830,000 88,830,000 0
④　受取寄付金
　　受取寄付金 8,600,000 9,550,000 △ 950,000
⑤　事業収益
　　研修セミナー共催金 500,000 500,000 0
　　研修セミナー参加費 1,000,000 1,000,000 0
⑥　雑収益
　　受取利息 1,000 1,000 0
経常収益計 99,055,000 100,005,000 △ 950,000

　　⑵　経常費用
　 　 　

　　　事業費 　 　
　　　　調査研究，普及，教育研修事業 56,281,000 55,576,000 705,000

給与手当 8,680,000 8,680,000 0
法定福利費 1,320,000 1,320,000 0
退職給付費用 230,000 190,000 40,000
福利厚生費 40,000 40,000 0
会議費 200,000 1,090,000 △ 890,000
旅費交通費 3,962,000 4,035,000 △ 73,000
通信運搬費 1,902,000 1,495,000 407,000
事務消耗品費 720,000 880,000 △ 160,000
印刷製本費 14,680,000 14,670,000 10,000
水道光熱費 100,000 100,000 0
家賃 1,811,000 1,684,000 127,000
原稿料 1,500,000 1,500,000 0
講演料 1,114,000 1,112,000 2,000
諸会費 20,000 20,000 0
警備等委託費 400,000 800,000 △ 400,000
ホームページ管理費 1,600,000 2,920,000 △ 1,320,000
透析医療費実態調査費 1,800,000 2,500,000 △ 700,000
日本臓器移植ネットワーク会費 100,000 100,000 0
調査研究費 3,280,000 0 3,280,000
研修セミナー開催費 10,200,000 10,200,000 0
研修会等助成費 2,000,000 2,000,000 0
減価償却費 400,000 ― 400,000
雑費 222,000 240,000 △ 18,000
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（単位：円）

勘 定 科 目 令和 5年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

対前年度比較増△減
（Ａ）－（Ｂ）

　　　　研究助成事業 29,487,000 28,920,000 567,000
給与手当 4,340,000 4,340,000 0
法定福利費 660,000 660,000 0
退職給付費用 116,000 96,000 20,000
福利厚生費 20,000 20,000 0
会議費 40,000 40,000 0
旅費交通費 258,000 60,000 198,000
通信運搬費 110,000 110,000 0
事務消耗品費 360,000 440,000 △ 80,000
印刷製本費 60,000 60,000 0
水道光熱費 50,000 50,000 0
家賃 904,000 844,000 60,000
謝金 279,000 250,000 29,000
諸会費 10,000 10,000 0
警備等委託費 200,000 400,000 △ 200,000
ホームページ管理費 800,000 1,460,000 △ 660,000
研究助成費 21,000,000 20,000,000 1,000,000
減価償却費 200,000 ― 200,000
雑費 80,000 80,000 0

　　　　安全対策事業 10,573,000 10,330,000 243,000
給与手当 2,170,000 2,170,000 0
法定福利費 330,000 330,000 0
退職給付費用 58,000 48,000 10,000
福利厚生費 10,000 10,000 0
会議費 130,000 680,000 △ 550,000
旅費交通費 1,593,000 1,200,000 393,000
通信運搬費 80,000 80,000 0
事務消耗品費 180,000 220,000 △ 40,000
印刷製本費 1,030,000 30,000 1,000,000
調査研究費 200,000 0 200,000
水道光熱費 25,000 25,000 0
家賃 452,000 422,000 30,000
原稿料 120,000 100,000 20,000
諸会費 5,000 5,000 0
警備等委託費 100,000 200,000 △ 100,000
ホームページ管理費 450,000 1,230,000 △ 780,000
システム管理費 2,500,000 2,500,000 0
災害発生時対応諸経費 1,000,000 1,000,000 0
減価償却費 100,000 ― 100,000
雑費 40,000 80,000 △ 40,000

　　　事業費計 96,341,000 94,826,000 1,515,000

　　　管理費
給与手当 6,510,000 6,510,000 0
法定福利費 990,000 990,000 0
退職給付費用 173,000 143,000 30,000
福利厚生費 30,000 30,000 0
会議費 500,000 50,000 450,000
謝金 100,000 100,000 0
常任理事会費 4,000,000 3,600,000 400,000
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（単位：円）

勘 定 科 目 令和 5年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

対前年度比較増△減
（Ａ）－（Ｂ）

理事会費 2,200,000 2,200,000 0
総会費 1,300,000 1,300,000 0
旅費交通費 100,000 100,000 0
通信運搬費 150,000 150,000 0
事務消耗品費 540,000 660,000 △ 120,000
印刷製本費 90,000 90,000 0
水道光熱費 75,000 75,000 0
家賃 1,357,000 1,265,000 92,000
会計委託費 1,100,000 1,100,000 0
警備等委託費 300,000 600,000 △ 300,000
租税公課 2,000 2,000 0
慶弔費 50,000 50,000 0
諸会費 15,000 15,000 0
ホームページ管理費 1,200,000 2,190,000 △ 990,000
減価償却費 300,000 ― 300,000
雑費 120,000 120,000 0

　　　管理費計 21,202,000 21,340,000 △ 138,000
　　　経常費用計 117,543,000 116,166,000 1,377,000
　　　当期経常増減額 △ 18,488,000 △ 16,161,000 △ 2,327,000

　2. 経常外増減の部 　 　 　
　　⑴　経常外収益 　 　 　
　　　　　経常外収益 0 0 0
　　　　経常外収益計 0 0 0

　　⑵　経常外費用
　 　 　

　　　　　経常外費用 0 0 0
　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 18,488,000 △ 16,161,000 △ 2,327,000
　　　　　一般正味財産期首残高 160,293,805 176,454,805 △ 16,161,000
　　　　　一般正味財産期末残高 141,805,805 160,293,805 △ 18,488,000

Ⅱ　指定正味財産期末残高
　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 141,805,805 160,293,805 △ 18,488,000
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正味財産増減予算書内訳表（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで）
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﹁透析医療に従事した半世紀を振り返って―出会いに感謝―﹂  �   戸澤修平　

この度「透析医のひとりごと」の執筆依頼をいただいた．この機会に私が透析医療の世界に入ったきっか

けを振り返ってみたい．それは 50年程前の 12月，聖イグナチオ教会のクリスマスイブを見学に行った時の

ことだった．「修平ちゃん尿毒症ってどんな病気なの？」と当時上智大学の学生だった従妹に訊かれ，「どう

したの？」と言ったら「彼が尿毒症の診断で 1カ月程しかもたない」とお医者さんに言われたと聞いたのが，

腎不全という病名との初めての出会いだった．当時私は東邦大学の学部の 4年で，ちょうど泌尿器科の実習

で先輩の先生方が小型のキール型ダイアライザーを組み立てていてリークが直らないと苦戦してるのを見せ

られながら，腎不全の実習指導を受けていたことと，その後の卒業試験とそれに続く国試の準備をしていた

ので，少しは説明できたのかなと今でも思っている．その後残念ながら彼は亡くなった．

卒業後は北海道大学で研修医になるために昭和 45年に札幌へ移った．その当時はインターン制度廃止闘

争と非入局闘争の真っ只中にあり，北大では我々が自主的に研修委員会を立ち上げて 3カ月ごとのローテン

ションで各科で研修，そのうちの 1回は生活費を稼ぐため道内の病院に研修兼バイトとして勤め，その給料

を研修医全員でプールして 12分割して毎月支給する制度であった．この制度は今思えばまことに身勝手な

研修制度であったが，各科の医局と関連病院の理解もあり，非入局と言いながらそれぞれが各医局でお世話

になれた時代であった．したがって実に自由に，自分の興味ある医局と研究グループを選択することができ

た．私は将来内科医になろうと思っていたので内科以外の皮膚科，小児科で研修した後，地方の病院に 3カ

月勤めに出た後に内科研修を予定していたが，その病院には学園紛争に嫌気が差し充電中の北大外科の高名

な先生がいて，「君が将来内科医を目指すのであれば，これからは内科医といえども全身管理の勉強に麻酔

科の研修は必要だよ」と言われ，3カ月の地方勤務後の内科研修予定を急遽変更して，麻酔科で研修をする

ことにした．麻酔科は最低 6カ月の研修期間を要したが，その間に全身麻酔 200症例以上経験でき，貴重な

研修であった．

北大の手術室は，その当時 12室あったが，11号室は麻酔科の関係していない部屋であった．実はその部

屋は，人工腎臓施行のために泌尿器科が独占して使用していた部屋であった．2～3カ月ほど経つと研修も

慣れてきて時間的に少し余裕ができ，時間のある時は 11号室の泌尿器科の先生と話ができるようになり，

人工腎臓の機械のことや患者背景が聞けるようになった．そのことが，私が本格的に人工腎臓と触れ合う切

っ掛けとなった．その後，麻酔科研修を終えて昭和 46年 6月より北大の第二内科の研修医になり，研究グ

ループは腎グループを選択した．その時のお願いは，人工腎臓を含め腎不全の管理をさせてもらうことだっ

透析医のひとりごと透析医のひとりごと



透析医のひとりごと 129

た．北大の透析室は私が腎グループに所属した翌年（昭和 47年）に開設された．タンク式でコイル型ダイ

アライザーが 2個入る 2人用だった．私も受け持ちの腎不全患者さんがいたので透析室を使用した．当時は

透析終了まで受け持ち患者さんの医師は付きっきりだったので，もう一人の泌尿器科の患者さん担当医もや

はり付きっきりのため，透析中はお話タイムということで色々な話をした．その中で私は透析に興味がある

ことを伝えると，大学では 1週間に 1人か 2人しか診ることができないが，開業している先生がおり，そこ

に行ったら 1日で十数人診れるよ（ということは年間で大学で診ている腎不全患者さんの十数倍診ることが

できることになる）と言われ，週 1回バイトに行くことになった．実はその話をしてくれたのが当医会の名

誉会員の故廣田紀昭先生だった．そして紹介されたクリニックとは名誉会員の渡井幾男先生の所で，札幌で

の個人開業透析センターの第 1号だった．渡井医院も当初は多人数の供給装置はなく，朝早くから 300 Lの

タンクでの環流液作りに始まり，終了後はキール型ダイアライザーの膜張りをし，ホルマリンを入れてリー

クのないことを確認して 1日が終わる．その当時のダイアライザーは除水効率が悪く，また週 2回（一律に

週 3回の透析は保険で認められなかった）の透析だったので，6～8時間以上の透析時間を要した．

北大の腎グループは腎炎の治療や尿の selectivityが主な研究テーマであったが，私は腎機能低下の患者さ

んの受け持ちにしてもらい，北大病院での初めての外来透析も実行できた．また，腎グループで抄読会はも

ちろんあったが，当時の北海道健康保険北辰病院（現在厚別区にある JCHO札幌北辰病院の前身）泌尿器

科の猪野毛健男先生（名誉会員）が北辰病院に札幌で初めての透析室を開設（昭和 43年）し，小児科，内

科の先生方と「腎臓抄読会」を開催しており，当腎グループも誘いを受け参加していた．

私はそれが縁で昭和 49年 1月から北辰病院勤務となった．勤務後は毎日が楽しくもあり忙しいこともあ

って，帰るのはいつも 22時から 23時であった．その当時は外シャントの時代で，よく血栓で閉塞するので，

ポケットベル携帯が必須であった．北辰病院で実に多くの症例を経験した．当時は透析患者さんの透析は年

齢制限や疾患（悪性疾患，膠原病など）に適応制限があった時代だったが，合併症があっても透析は可能で

あるとの思いで，「無疹性 SLEの血液透析例」との演題で第 4回の北海道人工透析研究会（昭和 48年 7

月）で発表したが，これが SLE患者さんの透析の本邦初症例であったことが思い出される．また，当時は

糖尿病性腎症由来の透析患者さんはほぼ全盲であったが，まだ視力が保たれている「糖尿病性腎症の透析

例」を第 9回の北海道人工透析研究会（昭和 51年 7月）で発表したとき，当会の名誉会員である故大平整

爾先生から視力障害についての質問を受けたことも思い出される．急性腎不全もたくさん経験したが，その

主なものは薬物中毒で，睡眠剤中毒が最も多かったが，記憶に残っている急性腎不全症例として自殺を目的

にクレゾールを飲用した症例（救命）や，救命できなかったパラコート中毒や，レストスピラ症（救命）の

透析があった．体外循環としての血液浄化療法の応用は血液濾過透析療法，血漿交換療法，吸着療法，腹水

還元や敗血症や人工肺への応用と実に多岐にわたるが，北辰病院ではそのほとんどが経験できた．
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私は赴任して腎臓科を名乗っていたので透析希望の患者さんが多く集まり，透析ベッドの不足状態が慢性

的になり，今では考えられないが廊下にベッドを置き入院させたこともあった．当時の院長に入院ベッドと

透析ベッドの増床をお願いしたが，「当院にはそんな余裕はありません．そんなに必要なら自分でやれば」

との返事，その当時の北辰病院は経営状態が悪く，給料も安く，業務に支障なければ副業が認められており，

内科，外科，小児科，泌尿器科の先生方が夜間診療所を開業していた．現状を打破しなければと開業を考え，

フルタイムの社会復帰ができる夜間透析センターを作ることにし，まだお屠蘇気分が抜けない昭和 51年 1

月 2日に開業した．月水金の仕事は勤務と夜間透析で朝 8時から夜 12時までの状態が 20年程続いたが，若

いこともあり苦にはならなかった．開業すると 6カ月後に指導監査という保険局より受ける個人指導は結構

手厳しいものであったが，医師会からの立会人が当会名誉会員の故今忠正先生だったので助け舟を出してい

ただいた，ありがたい思い出がある．

その後，北辰病院も札幌市中央区から厚別区に移転（平成 2年）し，5年程経過して血液浄化療法も安定

し軌道に乗ったので後輩に任せることにし，平成 7年 1月 17日偶然にも阪神・淡路大震災のテレビ中継を

院長室で見て，「大変なことが起こったね」と話しながら退職する旨を伝えた．21年 2カ月の勤務医・夜間

開業の生活に終止符を打ち開業医となった．

医会や学会では昭和 56（1981）年 9月から平成 19（2007）年まで北海道人工透析研究会（現北海道透析

療法学会）の役員を，平成 17（2005）年からは当医会の理事や常務理事を，また平成 20（2008）年 6月か

ら札幌市透析医会会長を拝命しているが，私がここまで事故もなく充実した仕事ができたのは，北海道にお

ける透析医の第一世代の当医会の理事経験者の渡井幾男先生，猪野毛健男先生，故今忠正先生，故大平整爾

先生，故廣田紀昭先生方の素晴らしい指導を受けたおかげであり，感謝しかない．また，医会の仕事として

忘れられないのが，平成 23（2011）年 3月 11日東日本大震災での航空自衛隊による被災地からの北海道へ

の避難誘導であった．この成功は日頃からの医会と厚労省の連携と，当時の会長の山﨑親雄先生，故大平整

爾先生の絶大なる応援のおかげであった．

このように 50年を振り返ってみると，素晴らしい先生たちとの出会いや，合併症対策をはじめ透析医療

の素晴らしい進歩が次から次へと思い出されるが，今まで諸先輩に教えられたこの数々の知識・技術を少し

でも後輩の先生方へ伝えることができれば，と思っている今日この頃です．このコーナーで自分史の機会を

いただいたことへの感謝と医会の今後の益々の発展を祈念し筆を下ろします．
日本透析医会理事/医療法人社団北辰理事長（クリニック 1・9・8札幌）（北海道）　
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﹁ひとりごとのついでに漢方薬﹂  �   湯浅保子　

新潟にきて半世紀．透析黎明期から多くのスタッフ，患者と夢中で過ごしてきました．長期生存者（透析

歴 30～40年以上）の精神的，身体的強さは，常に尊敬の念を抱かせます．アクセス，血圧，貧血，MBD

などの問題を，目覚ましく進化していく治療で改善して通ってこられる．

治療法が次から次へと開発されていく！ と感ずるのも，長期だからでしょうか．そのときの最善の治療

法を，あまねく教えていただいてきました．食事制限の緩和，リハビリテーションも，慎重ではあっても，

受け入れてくださいます．また，スタッフの根気強い働きかけは，実に巧みになされています．今は導入後

の患者さんを，主に診るようになりました．安定するまでの期間のつらさを，少しでも軽くできればと念じ

ています．腎不全患者は，他疾患も多くあり，他科の先生の助けをずいぶんとお願いし，長期にわたり診て

いただいています．保存期に心肥大が軽減しているといいなと思いますが，SGLT2阻害薬の助けも借りて，

ずいぶんと軽減されることが期待されます．

透析でまず実感されるのは，除水の効果でしょうか．浸透圧と，ECUMと，少し長くすることが大切と考

えます．この頃は，腹水はあまりみませんが，胸水をコントロールするのは難しいです．水を動かそうと考

え，漢方の “利水”剤にも頼ってきました．まず，五苓散でしょうか．脳外科やめまいにもよく使われていま

す．茯苓，猪苓，沢瀉（白，蒼）朮などもあります．水だけを動かして，本来あるべきところに戻すと解釈

されています．ノロのような，消化管に水がどっと引き込まれるようなときにも，五苓散を服用すると消化

液がさーっと体内に戻り落ち着かれます．さて，胸水が減ってくれば浸出液だと思いますが，透析で水の出

入りを繰り返すと，目で分かるほどは引きません．だんだん濃縮していくようです．心不全の除水には利水

剤の効き目はありがたいです．利水効果は朮などが入っている人参湯などにも期待されます．ノロに罹った

ときは人参で温まってきますし，食欲改善効果が良いのも，これも利水が関与しているかもしれません．同

じように思っていましたが，人参養栄湯は温めて元気になり，遠志も入っているため，少し記憶力が良くな

る可能性もあります．気が強くなる人もいます．イライラしていたり，怒りっぽくなる気配があったらお休

みを．

また，心不全では五苓散ではなく，木防已湯を飲んでいただいたら，それまで血圧が 120 mmHgになると

耳鳴りがして除水が進まなかったのに，140 mmHg前後で安定し除水も進むようになりました．どうしても

飲んでもらいたく，一日分を 100 mLほどのぬるま湯に溶き，2～3回に分けて飲んでいただきました．この

効き目はまだ理解できていません．石膏に利水効果ありと．不思議ですね．
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利水ばかりでなく，漢方薬にはずいぶん助けられています．葛根湯，六君子湯，大建中湯，そして芍薬甘

草湯は，先生方もよくお使いでしょう．芍薬甘草湯は筋肉のすべてに効きます．ですから，尿管結石にも腰

のツッパリ感にも．なで肩の女児の首が筋肉拘縮のため唾液が飲み込めず，ダラダラと垂らしたまま駆けこ

んできたことがあります．含んですぐに飲み込みができました．たった一例です．なぜそう思ったのか．芍

薬甘草湯が即効で効きました．患者は唾液すら飲めず，耳鼻科，整形外科も受診したと話していました．よ

く効いて良かったです．脇にそれました．

他に著効を感じるものをあげてみましょう．食道裂孔ヘルニアに茯苓飲，なぜかお年寄りで胃からこみあ

げて座薬も効かない方がいましたが，茯苓飲でその後ずっと落ち着いておられます．血の巡りには当帰四逆

加呉茱萸生姜湯．真っ白だった指がジンジンするほど温まりました．毛細血管の巡りには，柱枝で温めます．

血圧に，精神的または交感神経が関与している例もありますが，即β遮断剤のつかえない症例もあります．

釣藤散は脳血管障害で赤ら顔の高血圧の方に．不安がうまく出せない血圧不安定例には半夏厚朴湯がよく効

いています．腹痛のない便秘には桂枝加芍薬大黄湯（アントラキノン）があります．清心蓮子飲を VURの

症例で血尿があって飲んでいただいたら，透析導入後 6年でしたが尿量が増えました．ご家族もびっくりし，

感染も少なくなりました．

除水と利水で，水分除去をさらに効率良く図っていきたいと念じています．Evidenceが少ないので，慎重

に診ていく必要があります．ただ，甘草による低カリウム血症は幸いにしておきていません．最も注意する

のは肺線維症です．咳に気を付け，聴診，胸部 X-pを時々調べます．山梔子の静脈硬化も知られてきました．

腹痛が出ます．症に合わないからともいわれますが，まず，対症的に短期間飲んでいただくのが良いようです．

漢方薬の多くは植物です．植物の賢さ，したたかさがかなり解明されてきているようです．お互い連絡し

あって（会話とさえ表現されてきました），侵入者が入ってきたことを教えあい，葉っぱに有害物質をつく

らせ，対抗策を講じるそうです．地中の微生物も広がりにくい根を助けて，より遠くの木にさらにネットワ

ークを広げ，情報を共有するとも．また先日，鳥の言葉を解明している若者の話を放送でみました．少なか

らずお互いに会話が可能になるのでしょうか．植物を育てていて，たった 1回の水やりを間違えて枯らして

しまった経験は，皆様少なからずお持ちでしょう．そのたび，人間のほうがずっと丈夫だわと嘆いていたの

は，透析という治療に長い間助けられてきたためでしょうか．植物を育てるときに少しでも環境に良くあれ

と，草を抜かずに地際で切ったりしています．耕さなくても根が深く張っていけば，おのずと空気の通りが

良くなるようです．年寄りでも植物を育てられると，いささかの老後の楽しみになると期待しています．

年を重ねていく生き方は，人それぞれ異なりましょう．世の中の風潮，気性，周りの人の支援，いきがい，

etc．それぞれが振り返ると，思うところはあるでしょう．少し歩みを緩めることも必要だったかもしれません．
信楽園病院附属有明診療所（新潟県）　



常任理事会だより 133

本稿では，前号で報告後，2022年 11月 18日，12月 16日，2023年 1月 20日，2月 24日に開催

された計 4回の常任理事会の内容のうち，主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活
動について，執筆時点の 2023年 2月下旬までの当会の動きとして報告させていただきます．

1. 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

前回報告時点の 10月下旬頃から COVID-19透析患者の患者数は増加し，第 8波が到来しました．
第 7波と同様に感染力の強いオミクロン株のため，多くの施設で軽症患者は外来対応をしていただ
きましたが，それでも入院を要する患者の増加のため，一時は入院病床が逼迫し，中等症でも入院
が困難であった地域もあったようです．幸い 1月も後半になると，感染者数が山を越え，執筆時点
の 3月上旬の時点では落ち着いた状況となりました．第 8波の期間，外来施設も含め厳しい状況で
コロナ対応をしていただいた会員施設の皆様には深く感謝申し上げます．

2023年 1月 27日，政府は COVID-19について，これまで感染症法上の扱いを新型インフルエン
ザ等感染症としていたものを，5月 8日から 5類感染症に位置づけることを決定しました．透析患
者についてはここまで COVID-19については入院を原則としており，これが COVID-19透析患者を

外来対応する場合の，行政による通院送迎の根拠となっておりましたが，5類扱いになった場合，
このような行政の対応はできなくなります．一方で，透析患者が感染した場合，今後も時間的・空
間的隔離は必要であり，透析施設は少なくないコストを払う必要があることは明らかであることか
ら，2月 2日，秋澤会長および副会長 2名が厚生労働省を訪問し，保険局医療課あてに「新型コロ
ナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に際しての診療報酬上の特例の維持に関する要望

書」（資料 1）を提出し，眞鍋馨医療課課長に短い時間ではありますが，透析医療の現場の状況に
ついて直接話を聞いていただきました．
また，2023年 3月 13日以降，マスクの着用を個人の選択を尊重するという方針を政府が出しま

したが，透析施設は重症化リスクが高い透析患者が集団で治療を受ける環境にあることから，2月

20日に日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会新型コロナウイルス感染対策合同委員会よ

り，これまで同様にすべての医療従事者およびすべての透析患者に対して透析施設内でのマスク着
用を推奨するという内容の「透析施設におけるマスク着用の考え方について」を公表しました．

5月以降 5類移行による感染拡大も考えられ，今後の状況は不透明ですが，会員施設を始めとす

日本透析医会副会長

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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る透析医療機関のこれまでの努力に対する感謝とともに，今後も感染対策を引き続きよろしくお願
い申し上げます．

2. 日本透析医会研修セミナーについて

日本透析医会春期研修セミナー「透析医療における Current Topics 2023（東京開催）―日本の

CKD・透析医療・・SDGsの視点からの再考―」を日本透析医会総会と同日の 2023年 5月 21日

（日）対面形式で開催します．また 2023年度秋期研修セミナー「透析医療における Current Topics 

2023（千葉開催）」は「目を向けよう・・我が国の透析医療を取り巻く問題」をテーマとして千葉

市で 2023年 10月 29日開催予定となっております．

資料 1
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3. 厚生労働科学研究

令和 2年度より 3年の予定で進めてまいりました厚生労働科学研究費補助金（腎疾患政策研究事

業）「慢性腎臓病患者（透析患者等を含む）に特有の健康課題に適合した災害時診療体制の確保に

資する研究（研究代表者　山川智之）」が令和 4年度で最終年度を迎えました．
令和 4年度は，これまでの研究成果を踏まえ，さまざまな形の大災害に対応できるような透析医
療の災害時診療体制を構築するために，透析施設や透析関連団体，患者，行政等に対する各種提言
を行い，またこれらの提言を簡便にまとめた透析患者向けの災害対応に関する教育資材を作成．医
療者，透析患者向けにホームページに掲載する啓発資材を作成し，さらに医療者，行政関係者向け
に本研究を踏まえ作成された提言に関するWEB講演会を 2023年 2月 3日に行いました．
本研究においては，透析医会会員を始めとする多くの関係者に多大なご協力いただきました．こ

の場ではありますが，深く感謝を申し上げます．

4. 令和 4年度 日本透析医会公募研究助成金について

日本透析医会は，例年，腎臓病，腎不全医療研究者に対する公募研究助成を行っておりますが，
令和 4年度の公募研究助成については 26件の応募があり，2023年 1月 20日開催の研究助成審査

委員会において外部委員を含め厳正，慎重に審査した結果，10件に対し総額 20,000千円を助成す

ることといたしました．詳細はホームページに掲載しております．
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新型コロナウイルス感染症への取組状況

年月日 日本透析医会
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループ

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

2022年
11月 1日 【論文紹介 85】

「COVID-19ワクチン接種が COVID-19後遺症発症と
症状に及ぼす影響：系統的レビュー」（HP）

11日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 11月 9日時点）（HP）

22日 【論文紹介 86】
「オミクロン変異株主体の流行期に SARS-CV-2感染に
より 7日間隔離された学生アスリートの隔離期間終了
後の抗原検査陽性率」（HP）

25日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 11月 23日時点）（HP）

12月 6日 【論文紹介 87】
「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染の回数と後
遺症の関係」（HP）

9日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 12月 7日時点）（HP）

20日 【論文紹介 88】
「RECOVAC Immune-response Study : CKD，透析，腎
移植患者における COVID-19ワクチン接種の免疫原性，
忍容性，安全性について」（HP）

28日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 12月 27日時点）（HP）

2023年
1月 10日 【論文紹介 89】

「医療施設における感染予防対策としての無症候者へ
の SARS-CoV-2スクリーニング検査，課題と留意点」
（HP）

13日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2023年 1月 11日時点）（HP）

24日 【論文紹介 90】
「SARS-CoV-2感染経過における家庭用抗原検査と RT-
PCRおよびウイルス培養の比較」（HP）

27日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2023年 1月 25日時点）（HP）

2月 10日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2023年 2月 8日時点）（HP）

16日 【論文紹介 91】
「コロナウイルス感染症透析患者におけるニルマトル
ビル/リトナビル変更用量の初期経験 2019」（HP）

20日 令和 5年 3月 13日以降の透析施設におけるマスク着
用の考え方について（HP）

24日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2023年 2月 22日時点）（HP）

28日 【論文紹介 92】
「VV116（重水素化レムデシビル臭化水素酸塩）の経
口投与の有効性について：ニルマトレルビル＋リトナ
ビルとの非劣性比較試験」（HP）
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１. 本誌は，公益社団法人日本透析医会の機関誌であり，

透析医療及び腎不全対策並びにその関連領域の進歩と公

益に寄与することを目的とする．

２. 投稿資格

  筆頭著者は当会の会員とする．ただし，当会の会員以

外の者であっても会誌編集委員会の承認を得た場合には，

この限りでない．

３. 本誌への投稿は，原著，総説，実態調査報告，公募研

究報告，短報，症例報告，編集者への手紙，その他とする．

４. 著作権について

  本誌に掲載後の著作物に関する権利は，公益社団法人

日本透析医会に帰属するものとする．

  論文の内容については，著者が責任を負う．

５. 原稿送付

  原稿は，e-mail添付による投稿とする（e-mail : info@

touseki-ikai.or.jp）．もしくは，原本 1部，コピー 2部及び

原稿データ（図表含む）を収録した電子記憶媒体を簡易書

留便で郵送する．

  （送付先）

　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2淡路建物ビル 2F

　　　　　　公益社団法人日本透析医会事務局

６. 掲載原稿の採否及び順位は，会誌編集委員会で決定する．

７. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

８. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

頁数の変更（増減），図版の移動をしない．再校以後は会

誌編集委員会において行う．

９. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30部までは無

料とし，それを超える分は著者の実費負担とする．

10. 掲載原稿（図表などを含む）は，原則として返還しない．

11. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

⑴　原稿の長さは，原著，総説及び実態調査報告は 12,000

字，公募研究報告は 8,000字，短報は 3,200字，編集者

への手紙は 1,000字までとする．ただし，図表 1枚につ

き 400字を減ずる．

　　なお，症例報告は，以下のとおりとする．

・症例報告は 6,000字以内とし，要旨（600字以内），緒

言，症例，考察，結語，倫理的配慮，利益相反，文

献の形式とする． 

・個人情報に配慮し，個人を特定できないよう十分な

匿名化を行う．

・倫理的配慮には，患者及び家族より文書同意を得て

いることを記載する．

・医薬品の適応外使用や未承認治療を行った報告は，

倫理審査を経ていることを記載する．

⑵　原稿は，邦文とし，横書き，口語体，平仮名，当用

漢字，現代仮名使いを使用する．

①　原著として投稿する場合は，要旨（600字以内），緒

言，対象・方法，結果，考察，結語，利益相反，文

献の形式とする．

②　総説，その他は，特に形式を定めないが，最初に

要旨（600字以内）を記載する．総説の引用文献は，読

者に教育的で有用なものを選ぶ．

③　いずれの場合も簡略化題名及び 5語以内のキーワ

ードを記載する．

④　原著，総説，公募研究報告には題名，著者名に英

文を併記する．

⑶　邦文の標題を，図は下方に，表は上方に付ける．表

中では縦線は入れない．各図表には簡潔な説明を付け，

そこに表中で使用されている略語のフルスペルを記載

する．

　　写真は図とする．カラー写真の印刷にかかる費用は，

原則として著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，著者が出版社の承諾を得てそ

の出典を明らかにする．

⑸　図表は本文中に入れ込まず，挿入箇所を本文中に明

記する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は，原語またはカタカナを

用い，明瞭な活字体とする．

　　なお，薬剤名は一般名とし，必要な場合は商標名を

括弧内に記載する．

⑺　度量衡は国際単位（SI）とし，km，mm，L，dL，mL，

kg，g，mg，mEq/L，mg/dLなどを用い，数字は算用

数字（1，2，3など）を用いる．

⑻　略語を使用する場合には，初出の箇所で正式名称を

用いた後に括弧書きでフルスペルを記載し，略語を定

公益社団法人日本透析医会雑誌投稿規程



日本透析医会雑誌　Vol. 38　No. 1　2023138

義する．要旨にも略語を用いることができるが，本文

で同じ略語を用いる場合においても，本文の初出時に

再度定義する．

　（例）　慢性腎臓病（chronic kidney disease;  CKD）

⑼　引用文献数は，原則として 30以内とし，本文の引用

箇所に順次番号を付し，本文の末尾に一括して，次の

形式に従い引用順に記載する．

①　書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の場

合は 3名まで記載し，以下は「他」，または「et al.」

として省略）著者名：論文名．編者名．書籍名．所

在地：出版社名，発行年（西暦）；頁（始頁-終頁）の順

に記載する．

　（例）　浅野　泰：透析低血圧の病因．長澤俊彦，河

辺香月，伊藤克己，他編．Annual Review腎臓 1998．

東京：中外医学社，1998； 148-153．

②　雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の場

合は 3名まで記載し，以下は「他」，または「et al.」

として省略）著者名：論文名．雑誌名　発行年（西

暦）；巻：頁（始頁-終頁）の順に記載する．

　（例）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int 1995;  47 : 231-233.

　　雑誌名は略名（外国雑誌は Index Medicus，邦文雑

誌は出典雑誌の定める略名）で記載する．ただし，

種々の学会の「予稿集」は，引用文献としては認め

られない．（抄録が学会誌の一部として公表されてい

る場合は可）

③　電子ジャーナルの引用は，雑誌に準じ最後に，論

文番号．doi：（アクセス日）を付記する．

④　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）

　　なお，書籍，雑誌，電子ジャーナルは文献として，

インターネット上の資料は参考 URLとして分けてま

とめる．

12. 倫理

⑴　ヒトを対象とする調査研究は，世界医師会によるヘ

ルシンキ宣言を基礎とし，「人を対象とする生命科学・

医学系研究に関する倫理指針」（令和 3年文部科学省・

厚生労働省・経済産業省告示第 1号）を遵守すること．

その他，「研究機関等における動物実験等の実施に関す

る基本指針」（平成 18年文部科学省告示第 71号）等，

最新の文部科学省・厚生労働省・経済産業省の医学研

究に関する倫理指針に準拠していることを論文中に明

記する．また，倫理委員会より承認を得た場合は，そ

の旨及びその承認番号を論文中に明記する．

⑵　診療報酬制度で認められていない治療法を用いた臨

床研究については，その旨及び患者の同意を書面によ

り得たことを論文中に明記する．

13. 利益相反

  著者は，論文の研究について利益相反状況を開示しな

くてはならない．自己申告による「日本透析医会雑誌：

自己申告による利益相反（COI）報告書」（別紙 1）を提出す

る．また，本文の末尾にも記載する．申告すべきものが

ない場合は，「利益相反自己申告：申告すべきものなし」

と記載する．

  共著者がいる場合，筆頭著者は論文提出時に全員の出

版合意「筆頭著者ならびに共著者の同意書」（別紙２）及

び「日本透析医会雑誌：自己申告による利益相反（COI）

報告書」を取りまとめて提出する．

14. 多重投稿（出版），盗用，及び捏造

  多重投稿（出版），盗用，及び捏造が認められた場合には，

掲載を取り消すことがある．

  総説などにおいて，すでに投稿（出版）された論文と内

容・構成が著しく重複する場合には，投稿の際にその旨

を会誌編集委員会に申告する．また，新たに加筆修正さ

れたものであれば，その旨を論文末尾に記載する．その

論文を多重投稿（出版）とみなすか否かは会誌編集委員会

で決定する．

附則

１. 本規程は，平成 31年 2月 22日から施行する．

  （平成 31年 2月 22日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 2年 2月 28日から施行する．

  （令和 2年 2月 28日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 3年 2月 26日から施行する．

  （令和 3年 2月 26日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 4年 2月 25日から施行する．

  （令和 4年 2月 25日理事会決議）
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別紙１ 

 
日本透析医会雑誌：自己申告による利益相反（COI）報告書 

 

 

（著者全員について，投稿又は発表時点の前の年から過去３年間分及び投稿又は発表時点までの期間を

対象に、発表内容に関係する企業・組織又は団体との利益相反状態を１人ずつ，１年ごとに筆頭著者

が取りまとめて提出） 

 

申告期間：   年  月  日 ～    年  月  日 （年は１月１日～12月 31 日とする．） 
 

著 者 名：                                        
（全員） 

論文題名：                                        

（本報告書は，申告日より５年間保管されます．） 

 

（申告日）       年    月    日 

 

 

    申告者 （署名捺印）                             ㊞ 

項  目 
該当の 

状況 
有であれば，著者名：企業名などの記載 

① 役員，顧問等の報酬額  
（１つの企業・団体から年間 100 万円以上） 

有 ・ 無  

② 株式の利益 
（１つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当該株式の５％ 

以上保有） 

有 ・ 無 

 

③ 特許使用料 
（１つにつき年間 100 万円以上） 

有 ・ 無 

 

④ 講演料 
（１つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑤ 原稿料 
（1つの企業・団体からの年間合計 50万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑥ 研究費・助成金などの総額 
（１つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座， 

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑦ 奨学（奨励）寄付金など総額 
（１つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局 （講座， 

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上） 
有 ・ 無 

 

⑧ 企業などが提供する寄附講座 
（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載） 

有 ・ 無 

 

⑨ 研究，著作等とは無関係な旅費，贈答品などの 

受領（1 つの企業・団体からの年間 5 万円以上）  
有 ・ 無 
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別紙２ 

 

年   月   日 

 

筆頭著者ならびに共著者の同意書 

日本透析医会 会誌編集委員会委員長 殿 

 

 

論文カテゴリー：該当欄に☑を記載 

□原 著        □総説（研修セミナー講演報告書を含む．） 

□実態調査報告     □委員会・会議報告書     □公募研究助成報告 

  □短報         □症例報告          □支部の特別講演抄録 

  □支部だより      □編集者への手紙        □その他 

 

 

 タイトル：                                 

 

 

筆頭著者氏名（自筆）：                  

 

 

代表著者氏名（筆頭著者と同じ場合は記載不要）：                

 

 

上記論文の日本透析医会雑誌への掲載にあたり，論文の内容と投稿に同意すること，また 

著作物に関する権利は公益社団法人日本透析医会に帰属することなどについて，共著者全員 

の同意を得ていることを証明するため，共著者全員の自筆署名を提出いたします． 

 

共 著 者 氏 名 署名日（   年  月  日） 

1．  

2．  

3．  

4．  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

（共著者が10名を超える場合には余白に記載してください．） 
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この号が発刊されているころにはコロナとの戦いも共存へと向かいつつあり，マスク着用も個人
の判断に委ねられ，COVID-19感染症も 2類感染症から 5類感染症となっているのではないかと思
います．
本号は 2022年秋に高松で開催された Current Topicsで講演された先生の論文が最初に並んでい

ます．
透析医学会の『我が国の慢性透析療法の現況』に長年携わっている中井滋先生の「透析医療の現
状とこれから…日本と世界」，日本腹膜透析医学会の理事長である水口潤先生の「高齢化社会にお
ける腹膜透析普及への課題」，糖尿病と腎不全の治療に造詣が深い馬場園哲也先生の「腎代替療法
施行中の糖尿病患者における血糖管理」，体液管理のエキスパートである大河原晋先生の「体液量
評価とその適正化の臨床的意義」，および「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関す
るガイドライン」の作成に初期から参画してきた安藤亮一先生の「透析療法における院内感染をど
う予防するか？」の論文です．とても興味深く，毎日の臨床にすぐに役に立つ内容であり力作です．
次に透析医療の経済にかかわる重要な，医会の医療保険委員会からの第 27回透析保険審査委員
懇談会報告です．今後も透析医療は厳しい状況が続くと思われ，熟読して対策を考えてほしいと思
います．
医療安全対策報告として宮地武彦先生からの「令和 4年台風 15号による静岡県の被害と透析医

療への影響についての報告」，猿木和久先生による「地方自治体における地震等災害時応急対策マ
ニュアル変更と応急給水訓練を経験して」があります．近年地球温暖化による気象変動が生じてお
り，思わぬ災害が降りかかってくる可能性があり，他人事と思わずに読んでおきたいと思います．
小林広学先生から「冬期間厳しい気候を有する北国における透析医療の問題と道北地区における取
り組み」があります．広い北海道，透析施設から遠くに離れて住んでいる人も少なくなく，しかも
冬は雪害が生じ通院困難になることもよくあります．どうするか？ 在宅透析である腹膜透析を導
入し，遠隔治療を専門医が行いながら，それ以外のことの多くは近くの非専門医に診ていただくよ
うな工夫が必要となることが語られています．地域において透析医療が患者のために科学の進歩を
取り入れて変化していくことは必要であるし，とても良いことだと思えました．阿部雅紀先生から
は「東京都酸素ステーションにおける透析医療」という透析患者感染数の増加によって，入院困難
になった患者を受け入れるべく新たに作られた医療施設の顛末が述べられています．そして透析患
者にはワクチン接種が重症化と死亡率を減少させる意味で有効であり，経口モルヌピラビルの効果
もありそうなことが報告されています．
臨床と研究では，元日本フットケア学会の理事長（現：日本フットケア・足医学会）を長く務め
てきた小林修三先生のグループから「透析患者における “重症化予防のため足病診療ガイドライ
ン”について」があり，市川宏紀先生から「肺炎所見の評価と COVID-19肺炎の CT所見」という興
味深い論文が載せられています．本号も優れた内容に溢れ，また今の透析医療を知る格好の内容と
なっています．良質な透析医療を行ううえで，多くのかたに参考にしていただきたいと思います．

会誌編集委員　伊 丹 儀 友　

編 集 後 記
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